
 

物価高騰対応重点支援給付金（住民税均等割のみ課税世帯及びこども加算）について 

 

１．概要 

物価高騰長期化による負担増の影響が大きい低所得者への支援として、住民税非課税世帯への

給付に該当しない低所得世帯（住民税均等割のみ課税世帯）に対して１世帯あたり 10 万円、住民

税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯等の子育て世帯への加算として、18 歳以下の児童１

人につき５万円を給付する。 

 

２．対象世帯及び対象者 

 ①物価高騰対応重点支援給付金（住民税均等割のみ課税世帯）：約 4,000 世帯 

基準日（令和５年 12 月１日）時点で本市に住民登録があり、世帯全員が令和５年度の住民税所

得割が課されておらず、かつ世帯内に住民税均等割のみが課されている者を含む世帯 

 ②物価高騰対応重点支援給付金（こども加算）：対象児童約 6,500 人（世帯数は未定） 

  ①に該当する世帯及び住民税非課税世帯への給付金（１世帯あたり７万円）の給付対象世帯の

うち 18 歳以下の児童がいる世帯 

 

３．支給手続 

  ・対象世帯の世帯主の口座を本市が把握している場合は、原則として当該世帯主に対して「支給

のお知らせ」を送付し、当該口座へ振込 ➔ 原則、手続不要 

  ・上記によらない場合は確認書等を送付 ➔ 返送必要、市到着後に順次支給 

 

４．予算額 

  ①物価高騰対応重点支援給付金（住民税均等割のみ課税世帯） 

   454,750 千円（うち、給付費 400,000 千円を含む） 

（財源内訳） 国庫支出金（地方創生臨時交付金）410,000 千円、繰入金 44,750 千円 

 

②物価高騰対応重点支援給付金（こども加算） 

   445,809 千円（うち、給付費 325,000 千円を含む） 

（財源内訳） 国庫支出金（地方創生臨時交付金）334,750 千円、繰入金 111,059 千円 

 

５．スケジュール 

  ①物価高騰対応重点支援給付金（住民税均等割のみ課税世帯） 

令和６年 

２月中旬 事業周知（市ホームページ等） 

支給手続に関する書類の発送、コールセンター開設 

３月中旬 初回振込、以降順次 

 

②物価高騰対応重点支援給付金（こども加算） 

 上記①の給付金支給手続に関する書類の発送後、事務作業を開始予定 

令 和 ６ 年 １ 月 臨 時 会    
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